
●
研
修
目
的

△
議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て

●
研
修
地

△
三
重
県　

伊
賀
市

●
研
修
結
果

　

伊
賀
市
は
、
平
成
16
年
一

市
３
町
２
村
が
合
併
し
、
人

口
12
万
人
、
面
積
５
５
８
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
町
で
す
。

　

「
議
会
基
本
条
例
」
は
、

本
年
４
月
現
在
、
全
国
16
市

町
と
三
重
県
が
制
定
し
て
い

ま
す
。

　

今
回
、
議
会
運
営
に
関
し

て
、
画
期
的
な
取
り
組
み
を

実
施
し
て
い
る
伊
賀
市
で
、

研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

「
議
会
基
本
条
例
」
は
、

伊
賀
市
自
治
基
本
条
例
で
規

定
さ
れ
て
い
る
「
議
会
の
役

割
と
責
務
」
を
具
体
化
し
た

も
の
で
す
。

特
に
画
期
的
な
取
り
組
み
は

＊
「
議
会
報
告
会
」
の
設
置

　
　

定
例
議
会
翌
月
、
各
地

　
　

域
に
議
員
が
交
代
で
出

　
　

向
き
実
施
し
て
い
る
。

＊
「
一
問
一
答
方
式
導
入
」

　
　

メ
リ
ハ
リ
が
あ
る
質
問

　
　

が
で
き
る
。

＊
「
行
政
へ
の
反
問
権
の

　
　

付
与
」

　
　

市
民
に
分
か
り
や
す
い

　
　

議
会
議
論
並
び
に
審
議

　
　

論
点
の
明
確
化
の
た
め

＊
「
出
前
講
座
」
の
設
置

　
　

各
種
団
体
の
要
請
に
よ

　
　

り
、
各
常
任
委
員
会
が

　
　

年
間
５
回
地
域
に
出
向

　
　

い
て
開
催
し
て
い
る
。

＊
「
政
策
討
論
会
」
の
設
置

　
　

全
議
員
が
議
論
し
あ
う

＊
「
議
会
は
本
会
議
の
ほ
か

　
　

す
べ
て
の
会
議
を
原
則

　
　

公
開
す
る
」

　
　

本
議
会
・
百
条
委
員
会
・

　
　

政
治
倫
理
審
査
会
な
ど

　
　

す
べ
て
公
開
で
審
議
。

＊　

議
案
に
対
す
る
「
議
員

　
　

対
応
」
の
公
表

＊　

議
員
研
修
の
充
実
強
化

　
　

政
策
形
成
及
び
立
案
向

　
　

上
の
た
め
、
年
一
回
以

　
　

上
の
開
催
を
義
務
づ
け

　
　

て
い
る
。　

＊　

委
員
長
報
告
は
委
員
長

　
　

自
ら
作
成

＊　

議
会
事
務
局
の

　
　

体
制
強
化

　
　

事
務
局
職
員
の
調
査
・

　
　

法
務
能
力
の
向
上
面
か

　
　

ら
、
各
種
研
修
会
の
参

　
　

加
や
「
法
制
執
務
」
に

　
　

係
る
通
信
教
育
を
受
講

　
　

さ
せ
て
い
る
。

　

今
回
の
研
修
は
、
議
員
の

果
た
す
べ
き
役
割
の
重
要
性

を
再
認
識
す
る
と
共
に
、
制

度
や
運
用
の
両
面
で
、
機
能

が
十
分
発
揮
で
き
る
よ
う
、

さ
ら
に
努
力
す
べ
き
事
を
痛

感
し
ま
し
た
。
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議
会
運
営
委
員
会

議会運営委員会研修

研修報告


